
堺市企業成長促進補助金の拡充について 

 本社の整備（または、堺市内への移転）、研究開発施設の整備、成長産業分野への
投資を行い、一定の要件を満たした場合、投資に対する補助金に加えて、堺市内在
住の常時雇用者の増加数に応じて補助金を交付。 

 平成３０年度に企業成長促進補助金を創設して、企業の本社機能や研究開発施設の 
投資を誘導するとともに、市内製造業等が成長産業分野に挑戦する投資を支援すること 
により、本市における雇用機会及び事業機会の拡大並びに産業集積の高度化、ひいては 
税源涵養や市内在住雇用者の増加を図っているところです。 

 今回、上記の雇用に対する補助金について、企業投資を契機とした雇用者の 
堺市内への転入についてのインセンティブを拡大し、堺市内への市内在住雇用者や 
定住人口の増加につなげていきます。 

■補助事業概要 

■拡充内容 

【現行】堺市民の新規雇用者 ２０万円/人×３年 
      雇用者の堺市内への転入者 ２０万円/人×３年 

【拡充】堺市民の新規雇用者 ２０万円/人×３年 
      雇用者の堺市内への転入者 ３０万円/人×３年 


